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１ 公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例（昭和29年神奈川県条例第34号） 

改正後 改正前 

 第１条 （略）  第１条 （略） 

（服務の宣誓） 

第２条 新たに公安委員会の委員（以下「委員」とい

う。）となった者は、知事に対し宣誓書（別記様

式）を提出してからでなければ、その職務を行って

はならない。ただし、天災その他緊急の事態に際し

必要があるときは、宣誓書を提出する前において

も、その職務を行うことができる。 

（服務の宣誓） 

第２条 公安委員会の委員（以下「委員」という。）

は、任命後、知事の面前において宣誓書（別記様

式）に署名してからでなければ、その職務を行つて

はならない。 

第３条 （略） 第３条 （略） 
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２ 神奈川県地方警察職員定数条例（昭和29年神奈川県条例第32号） 

改正後 改正前 

 第１条 （略）  第１条 （略） 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

職員の区分 定数 

（略）  
 

警 察 官 以 外 の 職 員 1,702人 

   合         計 17,405人 
 

職員の区分 定数 

（略）  
 

警 察 官 以 外 の 職 員 1,701人 

合         計 17,404人 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 
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３ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１（略） 

２ 手数料 

別表（第２条関係） 

１（略） 

２ 手数料 

名      称 根  拠  規  定 

１～30 （略）  

31 （略） 

（削除） 

（削除） 

 

（略） 

認知機能検査手数料 

運転技能検査手数料 

（略） 

神奈川県道路交通法関

係手数料条例（平成12

年 神 奈 川 県 条 例 第 18

号）第２条 

32 （略）  
 

名      称 根  拠  規  定 

１～30 （略）  

31 （略）  

チャレンジ講習手数料 

特定任意高齢者講習手

数料 

（略） 

認知機能検査手数料 

（新設） 

（略） 

神奈川県道路交通法関

係手数料条例（平成12

年 神 奈 川 県 条 例 第 18

号）第２条 

32 （略）  
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４ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～９（略） １～９（略） 

10 公安委員会関係  

手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 

金額 

１～15 （略）   

16 銃砲刀剣類所持

等取締法第７条第

２項の規定に基づ

く許可証の書換え 

（略） 1,600 円 

17～39 （略）   

11 （略） 

10 公安委員会関係 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 

金額 

１～15 （略）   

16 銃砲刀剣類所持

等取締法第７条第

２項の規定に基づ

く許可証の書換え 

（略） 1,800円 

  

17～39 （略）   

 11 （略） 
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５ 神奈川県道路交通法関係手数料条例（平成12年神奈川県条例第18号） 

改正後 改正前 

 第１条・第２条 (略)   第１条・第２条 (略)  

(指定講習機関が行う講習に係る手数料) 

第３条 道路交通法（以下「法」という。）第108条の４第１

項の規定により同項に規定する指定講習機関（以下「指定講

習機関」という。）が行う法第108条の２第１項第２号、第 

10号又は第14号に規定する講習を受けようとする者は、当該

講習に係る前条第１項の手数料を当該指定講習機関に納付し

なければならない。 

（指定講習機関が行う講習に係る手数料） 

第３条 道路交通法（以下「法」という。）第108条の４第１項

の規定により同項に規定する指定講習機関（以下「指定講習

機関」という。）が行う法第108条の２第１項第２号又は第10

号に規定する講習を受けようとする者は、当該講習に係る前

条第１項の手数料を当該指定講習機関に納付しなければなら

ない。 

２ (略) ２ (略) 

 第４条・第５条 (略)  第４条・第５条 (略) 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

手数料を納付

すべき者 

手数

料の

名称 

区分 金額 

１～５の２ 

(略) 
   

６ 削除 
 

  

７～13 (略)    

13の２ 法第

97条の２第

１項第３号

イに規定す

る認知機能

検査を受け

ようとする

者 

認知

機能

検査

手数

料 

  1,050円 

13の３ 法第

97条の２第

１項第３号

イに規定す

る運転技能

検査を受け

ようとする

者 

運転

技能

検査

手数

料 
  

3,550円 

手数料を納付

すべき者 

手数

料の

名称 

区分 金額 

１～５の２ 

(略) 
   

６ 法第108

条の２第２

項の規定に

よる講習を

受けようと

する者 

チャ

レン

ジ講

習手

数料 

加齢に伴って生ずる身体

の機能の低下が自動車の

運転に影響を及ぼしてい

ると認められるかどうか

の確認及びその結果に基

づく指導を行う講習であ

って、神奈川県公安委員

会規則で定めるもの 

2,660 円 

特定

任意

高齢

者講

習手

数料 

加齢に伴って生ずる身体

の機能の低下が自動車の

運転に影響を及ぼしてい

ないと認められる者に対

して行う講習であって、

神奈川県公安委員会規則

で定めるもの 

1,800 円 

７～13 (略)    

13の２ 法第

97条の２第

１項第３号

イに規定す

る認知機能

検査を受け

ようとする

者 

認知

機能

検査

手数

料 

  750 円 

(新設) 
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14 法第91条

又は第91条

の２第２項

の規定によ

り運転する

ことができ

る自動車及

び原動機付

自転車の種

類を限定さ

れた者で、

その限定の

全部又は一

部の解除を

受 け る た

め、公安委

員会の審査

を受けよう

とする者 

審査

手数

料 

 

1,400円 

（公安委員会が提

供する自動車を使

用して受ける場合

にあっては、

2,850円） 

 

15～19 (略)    

20  法 第 108

条の２第１

項各号に掲

げる講習を

受けようと

する者 

講 習

手 数

料 

法第

108

条の

２第

１項

第12

号に

掲げ

る講

習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

法第71条の５第３

項に規定する普通

自動車対応免許

（以下「普通自動

車対応免許」とい

う。）を受けてい

る者（法第97条の

２第１項第３号イ

及びハに掲げる者

並びに法第101条

の４第３項の規定

の適用を受ける者

を除く。）に対す

る講習  

6,450円 

普通自動車対応免

許を受けている者

（法第97条の２第

１項第３号イ若し

くはハに掲げる者

又は法第101条の

４第３項の規定の

適用を受ける者に

限る。）又は第一

種運転免許若しく

は第二種運転免許

であって普通自動

車対応免許以外の

もののみを受けて

いる者に対する講

習 

 

 

 

2,900円 

14 法第91条

の規定によ

り運転する

ことができ

る自動車及

び原動機付

自転車の種

類を限定さ

れた者で、

その限定の

全部又は一

部の解除を

受けるた

め、公安委

員会の審査

を受けよう

とする者 

 

 

審査

手数

料 

 1,400 円 

（公安委員会が

提供する自動車

を使用して受け

る場合にあって

は、2,850 円） 

15～19 (略)    

20  法 第 108

条の２第１

項各号に掲

げる講習を

受けようと

する者 

講 習

手 数

料 

法第

108

条の

２第

１項

第12

号に

掲げ

る講

習 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

小型特殊自動車免

許以外の第一種運

転免許又は第二種

運転免許を受けて

いる者に対する講

習（法第97条の２

第１項第３号イ、

第101条の４第２項

又は第101条の７第

４項の規定により

認知機能検査の結

果に基づいて行う

ものを除く。）  

5,100 円 

小型特殊自動車免

許以外の第一種運

転免許又は第二種

運転免許を受けて

いる者に対する講

習（法第97条の２

第１項第３号イ又

は第101条の４第２

項の規定により認

知機能検査の結果

に基づいて行うも

のに限る。） 

5,100 円 

(当該認知機能検

査の結果が認知

症のおそれがあ

ることその他の

認知機能が低下

しているおそれ

があることを示

すものとして道

路交通法施行規

則第 39 条に定め

る基準に該当す

るものにあって

は、7,950 円)  

小型特殊自動車免

許以外の第一種運

転免許又は第二種

運転免許を受けて

いる者に対する講

5,800 円 
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(略) (略) 

法第108条の２第１項第

14号に掲げる講習 

講習１時間につき

2,250円  

法第108条の２第１項第

15号に掲げる講習 

講習１時間につき

2,000円 

21 法第108

条の２第１

項第10号、

第13号又は

第14号に掲

げる講習を

受けようと

する者 

通知

手数

料 

  900円 

 

習（法第101条の７

第４項の規定によ

り認知機能検査の  

結果に基づいて行

うものに限る。） 

小型特殊自動車免

許のみを受けてい

る者に対する講習

（法第97条の２第

１項第３号イ、第

101条の４第２項又

は第101条の７第４

項の規定により認

知機能検査の結果

に基づいて行うも

のを除く。） 

2,250 円 

小型特殊自動車免

許のみを受けてい

る者に対する講習

（法第97条の２第

１項第３号イ又は

第101条の４第２項

の規定により認知

機能検査の結果に

基づいて行うもの

に限る。） 

2,250 円 

（当該認知機能

検査の結果が認

知症のおそれが

あることその他

の認知機能が低

下しているおそ

れがあることを

示すものとして

道路交通法施行

規則第39条に定

める基準に該当

するものにあっ

ては、4,450円）  

小型特殊自動車免

許のみを受けてい

る者に対する講習

（法第101条の７第

４項の規定により

認知機能検査の結

果に基づいて行う

ものに限る。）  

2,350 円 

(略) (略) 

法第108条の２第１項第 

14号に掲げる講習 

講 習 １ 時 間 に つ

き2,000円 

21 法第108

条の２第１

項第10号又

は同項第13

号に掲げる

講習を受け

ようとする

者  

通知

手数

料 

  900 円 

 

備考 (略) 

別表第２・別表第３ (略) 

備考 (略) 

別表第２・別表第３ (略) 
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６ 津久井警察署新築工事（建築）請負契約の内容 

 

 (1) 入札執行状況調書 

工事名称  津久井警察署新築工事（建築） 

ア 開札年月日   令和３年12月13日 

イ 落 札 額   1,216,435,000円 

    うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 110,585,000円 

ウ 入 札 回 数   １回 

エ 入札参加者及び入札高 

（単位 円） 

予 定 価 格 落 札 額 最低制限価格 

1,158,780,000 1,105,850,000 1,089,253,200 

（単位 円） 

業  者  名 所 在 地 代 表 者 
入札結果 

摘要 
第１回入札高 

日成工事・大場建設特定建設

工事共同企業体 

横浜市港南区 

上大岡西 
日成工事（株） 1,105,850,000 落札 

渡辺組・見上工業特定建設工

事共同企業体 
横浜市中区南仲通 （株）渡辺組 1,133,330,000  

工藤・亀井特定建設工事共同

企業体 

横浜市青葉区新石

川 
工藤建設（株） 1,140,000,000  

松尾・安藤特定建設工事共同

企業体 

横浜市鶴見区鶴見

中央 
（株）松尾工務店 1,180,000,000  

奥村組・相陽特定建設工事共

同企業体 

大阪市阿倍野区松

崎町 
（株）奥村組 1,225,500,000  

ＮＢ・中鉢特定建設工事共同

企業体 

横浜市神奈川区栄

町 
（株）ＮＢ建設 1,270,500,000  

小俣・古木特定建設工事共同

企業体 
横浜市南区新川町 （株）小俣組 1,280,000,000  

紅梅・大旭特定建設工事共同

企業体 
横浜市西区花咲町 （株）紅梅組 1,300,000,000  

匠・山王特定建設工事共同企

業体 
平塚市東八幡 匠建設（株） 1,320,000,000  

アイグステック・田中建設特

定建設工事共同企業体 
藤沢市大庭 

ア イ グ ス テ ッ ク

（株） 

 

 

 

1,380,000,000  
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大野土建・愛甲建設特定建設

工事共同企業体 

相模原市中央区田

名塩田 
大野土建（株） 1,440,000,000  

門倉組・湘南ミサワホーム特

定建設工事共同企業体 
藤沢市辻堂元町 （株）門倉組 1,500,000,000  

エス・ケイ・ディ・コラム建

設特定建設工事共同企業体 
平塚市四之宮 

（株）エス・ケイ・

ディ 
1,530,000,000  

小島・関野特定建設工事共同

企業体 
厚木市栄町 （株）小島組  辞退 

(注) 上記金額に100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。 
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 (2) 事業概要 

 

ア 工 事 名 称    津久井警察署新築工事（建築） 

イ 工 事 場 所    相模原市緑区中野937番地２ 

ウ 建    物    庁 舎  鉄筋コンクリート造 

                   地上３階、地下１階建 

  延面積 3,086.69平方メートル 

              車庫棟  鉄骨造 

                    地上１階建  延面積  209.65平方メートル 

              総面積             3,296.34平方メートル 

エ 請負契約者名    日成工事・大場建設特定建設工事共同企業体 
              代表者 日成工事株式会社 
                   代表取締役 小 林  雅 夫 

所在地 横浜市港南区上大岡西１丁目12番３号  

上大岡京浜ビル２０１号 

オ 請 負 金 額    12億1,643万5,000円 

 

 

 

 

津久井警察署イメージ
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